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共同企業体協定書（第２号様式） 正誤表 

 

修正前 修正後 

（利益金の配当の割合） 

第１２条 決算の結果、利益を生じた場合は、第８条第１項の出資の割合に

より構成員に利益金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第１３条 決算の結果、欠損を生じた場合は、第８条第１項の出資の割合に

より構成員が欠損金を負担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１４条 （略） 

（委託業務途中における構成員の脱退に対する措置） 

第１５条 （略） 

（構成員の除名） 

第１６条 （略） 

（委託業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第１７条 （略） 

（解散後の契約不適合責任） 

第１８条 （略） 

（協定書に定めのない事項） 

第１９条 （略） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１２条 （略） 

（委託業務途中における構成員の脱退に対する措置） 

第１３条 （略） 

（構成員の除名） 

第１４条 （略） 

（委託業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第１５条 （略） 

（解散後の契約不適合責任） 

第１６条 （略） 

（協定書に定めのない事項） 

第１７条 （略） 

 

 


